
学校への登下校時や在校時に医療的ケアを必要とする子どもさんのご家族は、

毎日のケアで大変な思いをしています。その一部を訪問看護師さんにお願いする

ことで、家族の介護負担を軽減する制度です。訪問看護ステーションの看護師が

訪問し、ご家族に代わって医療的ケアを行います。 

菊川市                                                ご家族用 

（就学支援事業）ご案内 
どんな制度？ 

 

どんな人が利用できるの？ 

小学校・中学校・特別支援学校において医療的ケアを必要とする 

子どもさんを介護している家族 

（対象となる病気） 

特定疾患・指定難病・小児慢性特定疾病・筋ジストロフィー・重症心身障害 

利用したい時は？ 

 訪問看護ステーションにご相談のうえ、利用申請書を健康づくり課に提出します。 

利用にあたって 

 リフレッシュ事業の経費の１割を自己負担していただきます。残りの費用を菊

川市と県とで半分ずつ補助します。 

＜自己負担額＞  

※ 在校時の利用は、１時間～６時間まで 

※ 登下校時と在校時の利用は、１時間～７時間まで 

 

【問い合わせ先】 

菊川市健康づくり課 TEL ３７－１１１２ 

利用時間 
医療的ケア

基準額 

利用者負担額

（１回） 

１時間 5,500円 550円 

２時間 11,000円 1,100円 

３時間 16,500円 1,650円 

４時間 22,000円 2,200円 

５時間 27,500円 2,700円 

６時間 33,000円 3,300円 

７時間 38,500円 3,850円 


